
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｆ５－１０２ 広告用具及び表示具（生物型） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ５－１０Ａ 全 広告用具及び表示用具（生物型） 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

道路標識 広告器 電光表示盤 

駅名表示器 スコアボード 広告板 

広告灯   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

○ 表示器のうち、主として広告具として客を引きつけるために人、動物、魚等生物を形どって創作されたも

のを分類する。 

○ Ｆ５－１００～１０１に優先する。アドバルーンは生物型であってもＦ５－００を優先する。 

○ 「生物」にはマスコット等、キャラクターを含む。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｆ5-102 登録 1154771 

ぬいぐるみ付き広告物 

Ｆ5-102 

登録 

1138963 

広告用人形 

Ｆ5-102 

登録 1108352 

広告板 


